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都道府県介護保険担当主管 課 ( 室 @  御中 

厚生労働省老健 局 計画課 

地域密着型サービス 事業所の指定に 係る規 貝け 等の参考 何に ついて 

分韻保険法に 基づく地域密着型サービス 事業 @ の指定については、 各市町村においては 当 

該業務を処理するための 規則等を制定する 必要があ りますが、 この度、 指定に係る規則等の 

参考例を作成しましたので 送付いたします。 

また、 この規則等の 参考 側 は、 その規定振りの 一つの例を示したものであ り、 文言や様式 

を拘束するものではあ りませんので、 各市町村において 適宜追加・修正を 行 う など活用して 

くだ きレ ㌔ 

なお、 地域密着型サービス 事業升の台帳 につきましては、 各市町村において 適切な管理を 

行っていただくよ う お願いします。 

各都道府県におかれましては、 管下の市町村に 対しまして、 本 資料を速やかに 配布して 

いただきますとともに、 市町村にとって 指定事務は初めてのことであ るため、 市町村にお 

いて指定事務が 円滑に行われるよ う 、 申請書等の作成や 具体的な事務の 進め方等について 

随時ご指導いただきますよ う お願いいたします。 

なお、 本 資料は、 WAM 一 NE.T に掲載する予定です。 

照会先 

厚生労働省老健 局 計画課片田 

TEL 03-5253-11l1( 内線 3929) 



0O 市 WW. 村 ) 指定地域密着型サービス 事業所及び指定地域 

密着型介護予防サービス 事業所の指定等に 関する規則 ( 参考 例 ) 

( 趣弐 
第二条 この規則は、 介護保険法 ( 平成 9 年法律第 1 2 3 号。 以下「 法 」と 

いう。 ) 及び介護保険法施行規則 ( 平成 1 f 年厚生省令第 3 6 号。 以下「施 

行規則」という。 ) に定めるもののほか、 指定地域密着型サービス 事業所及 

び指定地域密着型介護予防サービス 事業所の指定等に 関し必要な事項を 定 

めるものとする。 

( 指定の申請 ) 
第 2 条 法第 7 8 条の 2 第 1 項及び 第 1 1 5 条の 1 1 第 1 項の規定による 申 

請は、 様式第 1 号による指定申請書により 行うものとする。 

2  法第 7 8 条の 2 第 1 項及び第 1 1 5 条の 1 1 第 i 項の規定により 指定を 

受けた者は、 その旨を当該指定に 係る事業所の 見やすい場所に 標示するも 

のとする。 

  

( 変更の届出等 ) 
      第 3 条 法第 7 8 条の 5 及び第 i 1 5 条の 1 4 の規定による 届出は、 施行 規 ; 

;  則男ェ 3 1 条の 1 0 第 1 項に掲げる事項の 変更に係るものにあ っては第 2 ; 
        号 様式による変更届出書により、 事業の廃止、 休止、 スは 再開に係るもの       

      にあ っては第 3 号様式による 廃止・休止・ 再開届出書により、 それぞれ 行 ; 

      ぅ ものとする。 
Ⅹ 介護保険法施行規則の 条文は、 現時点における 改正案の予定条文であ る。 規則の改正時期は 3 : 

戸上旬を予定。 

  

( 指定の辞退 ) 

第 4 条 法第 7 8 条の 7 の規定による 指定の辞退は、 様式第 4 号による指定 

辞退届出書により 行 う ものとする。 

( 事業所情報の 提供 ) 

第 5 条 市 (w 「・ 村 ) 長は、 第 2 条から前条までの 規定による指定又は 届出 

の受理 ( 以下この条において「指定等」という。 ) をしたときは、 都道府県、 

国民健康保険団体連合会その 他の機関に対して、 当該指定等に 係る事業所 

に関する情報のうち、 次に掲げる事項を 提供することができる。 

(1) 事業所の名称及び 所在地 

(2) 当該事業所の 指定の申請者及び 主たる事務所の 所在地並びに 代表者の 

氏名及び住所 



(3) 指定年月日 

㈲ 事業開始年月日 

(5) 運営規程 

(6) 介護保険事業所番号 

( 公示 ) 
第 6 条   法第 78 条の 1 0 及び第 1 1 5 条の 1 8 の規定による 公示は、 法第 

7 8 条の 1 0 各号及び第 1 1 5 条の 1 8 各号の措置に 係る事業所に 関する 

次に掲げる事項について 行うものとする。 

(1) 介護保険事業所番号 
(2) 指定地域密着型サービス 事業所又は指定地域密着型介護予防サー 

ビス事業所の 名称及び所在地 

(3) 当該事業所の 指定の申請者及び 主たる事務所の 所在地並びに 代表 

者の氏名及び 住所 
㈲ 指定、 指定の辞退又は 指定の取消しの 年月日 

(5) サービスの種類 

( 委任 ) 
第 7 条 この規則に規定するもののほか、 指定地域密着型サービス 事業所及 

び指定地域密着型介護予防サービス 事業所の指定等に 関し必要な事項は 、 

市 ( 町 ・ 村 ) 長が別に定める。 

附 則 

( 施行 期式 
第二条 この規則は、 平成 i 8 年 4 月 1 日から施行する。 

( 指定等を行うために 必要な準備 ) 

第 2 条 市 WW. 村 ) 長は、 この規則の施行口双においても、 指定地域密着 

型サービス事業所及び 指定地域密着型介護予防サービス 事業所の指定等に 

関し必要な手続を 行 う ことができる。 




















































































